
 

 

事  務  連  絡  

令和４年３月３０日  

 

各都道府県教育委員会担当事務主管課 

各指定都市教育委員会担当事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課 御中 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課 

大学を設置する各学校設置会社担当課 

大学又は高等専門学校を設置する公立大学法人を  

設立する各地方公共団体担当課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課  

厚生労働省医政局医療経営支援課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

 

 

文部科学省総合教育政策局政策課  

 

成年年齢引下げ等を踏まえた取組について 

 

 令和４年４月１日、民法の一部を改正する法律（平成３０年法律第５９号）（以下

「改正法」という。）が施行され、成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられます。

このことにより、一人で有効な契約をすることができる年齢や、親権に服することが

なくなる年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることになります。また、女性の婚

姻開始年齢が１６歳から１８歳に引き上げられ、婚姻開始年齢が男女とも１８歳に統

一されます。 

 具体的には、平成１４年４月２日から平成１６年４月１日の間に生まれた者は、施

行日である令和４年４月１日に、それぞれ満１８歳、満１９歳で成人となります。ま

た、平成１６年４月２日以降に生まれた者は、施行日以降、満１８歳で成人となりま

す。特に、平成１６年４月２日以降に生まれた者で令和２年度以降に高等学校及び高

等専門学校等に入学等した者については、在学中に成人となります。 

 成年年齢引下げに当たっては、政府において「成年年齢引下げを見据えた環境整備

に関する関係府省庁連絡会議」（以下、「連絡会議」という。）を開催し改正法の施行に

向けた環境整備を推進してきたところですが、改正法の施行後においても、これらに



 

 

係る取り組みを引き続き推進していくことが必要です。 

 本事務連絡は「成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について」（平成３０年７月 

２３日付け生涯学習政策局長、初等中等教育局長、高等教育局長通知）（別添１）の内

容を更新し、改めて周知するものです。 

なお、成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に当たり留意すべき事項につい

ては、令和元年１２月１７日付け事務連絡（「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手

続等に関する留意事項について」）及び令和２年３月３０日付け事務連絡（「『成年年齢

に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について』に関する Q&Aの送付に

ついて」）も併せて参照してください（参考１及び２）。 

また、成人式については、各市町村が地域の実情に応じて企画・実施していただく

ものであり、「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議 成人

式の時期や在り方等に関する分科会」の調査結果（令和４年１月）によれば、令和４

年４月以降の成人式の対象年齢について、９４．７％の市区町村が２０歳（その年度

内に２０歳に達する人）とすると回答しています。一方で、新成人である１８歳や 

１９歳の方にも、責任ある大人としての自覚や社会参加を促すことが望ましいと考え

られることから、各市区町村並びに高等学校及び高等専門学校等におかれては、授業

等をはじめとした様々な場を通じて、成年に達したことの自覚を促していただくこと

を期待します。 

 さらに、このことについて、都道府県教育委員会におかれては、所管の学校（専修

学校及び各種学校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会（指定都市を除

く。）に対し、指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、都道府県及び構

造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては所轄の学

校及び学校法人等に対し、国公立大学法人におかれてはその設置する大学及び高等専

門学校（以下「大学等」という。また、附属学校を置く国公立大学法人については、

その設置する附属学校を含む。）に対し、独立行政法人国立高等専門学校機構におかれ

てはその設置する高等専門学校に対し、大学又は高等専門学校を設置する地方公共団

体及び文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する大学等に対し、大学を設

置する学校設置会社におかれてはその設置する大学に対し、厚生労働省医政局及び社

会・援護局におかれては、所管の専修学校に対し、周知してください。 

 

記 

 

１ 消費者教育の推進について 

令和４年度から、満１８歳で成人となった者は、契約の主体となる一方で、現在 

２０歳未満まで認められている、保護者の同意を得ずに締結した契約の取消しについ

ても１８歳未満までとなる。これを踏まえ、自主的かつ合理的に社会の一員として行

動する自立した消費者の育成のため、実践的な消費者教育の実施を推進する必要があ

る。さらに、若年者の消費者被害の防止・救済のためにも、消費者教育の充実を図る



 

 

必要がある。 

このことを受け、消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁の関係４省庁が連携し、

平成３０年度から令和２年度までの３年間を集中強化期間とする「若年者への消費者

教育の推進に関するアクションプログラム」（平成３０年２月２０日付け若年者への

消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定（平成３０年７月１２日改

訂）、以下「アクションプログラム」という。）に基づき取組を推進し、令和３年度は

「「成年年齢引き下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンに基づく取組の推進につ

いて」（令和３年３月２２日付け若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局

長連絡会議決定）を通知し、一層の取組を推進してきたところである。 

引き続き、若年者への消費者教育の推進に当たっては、これまでアクションプロ

グラムに基づき実施してきた取組等も踏まえ、消費者担当部局や消費生活センター

を始めとする関係部局等との連携・協働を図りつつ実践的に取り組むことが重要で

ある。 

 

（１）高等学校等における消費者教育の推進等 

ア 学習指導要領においては、消費者教育に関する内容が充実されていることから、

その趣旨を理解し、適切に消費者教育を実施すること。 

 高等学校においては、公民科において、多様な契約及び消費者の権利と責任な

どについて取扱うこととされているほか、家庭科において、消費生活の現状と課

題、契約の重要性、消費者保護の仕組みなどについて指導することとされている

こと。その指導にあたっては、消費者庁作成の消費者教育教材「社会への扉」等

を始めとする消費者教育関連資料（別添２参照）の積極的な活用が期待されるこ

と。 

イ 消費者教育の実施に当たっては、消費生活相談員や弁護士等の実務経験者等を

外部講師として活用することも効果的な手法の一つと考えられること。その際、

消費者庁において育成・配置に取り組んでいる消費者教育コーディネーターを活

用することで円滑に外部講師との調整を行うことができるため、これを有効に活

用することが望ましいこと。 

ウ 日常生活の中で実践できる能力を育み、自ら考え自ら行動する自立した消費者

を育成するためには、教師の指導力の向上を図ることが重要であることから、公

民科及び家庭科を始めとした教員の養成課程、教員研修において、消費者教育に

関する内容を積極的に取り入れるよう努めること。なお、教員研修においては、

「社会への扉」を活用した授業展開に関して、独立行政法人教職員支援機構が作

成した教員研修用動画の活用が考えられること。 

エ 消費者被害に遭った生徒から相談を受けた場合は、消費生活センター等の外部

の専門機関に相談することを促すなど、適切に対応することが望ましいこと。ま

た、専門機関との緊密な連携が可能となるよう、日頃から協力関係を構築してお

くことが望ましいこと。 



 

 

 

（２）大学等における消費者教育の推進 

「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」（平成２３年３月３０日消費者

教育推進委員会決定、平成３０年７月１０日改訂）を参考として、消費生活センタ

ー等との連携により、学生に対する消費者被害防止に関する啓発活動や相談対応、

講義等における消費者教育に一層積極的に取り組むことが必要であること。 

 

２ 生徒指導・学生指導について 

生徒指導・学生指導については、在学中に生徒等が成年年齢に達することも踏まえ、

小学校段階から児童生徒学生自らが現在及び将来における自己実現を図っていくため

の自己指導能力等を育成することがより重要となると考えられることから、学校の教

育活動全体を通じ、その一層の充実を図っていくことが望ましいこと。 

また、生徒指導・学生指導の効果を高めていくためには、学校における取組を充実

させるとともに、学校と家庭とが一致協力した体制を築き、連携を促進することが重

要であることから、各学校においては、当該生徒等が成年年齢に達したか否かに関わ

らず、引き続き、父母等と連携しながら生徒指導・学生指導を行うことが必要である

こと。 

 

３ 若年者の自立支援に係る取組について 

文部科学省では、若者の自立支援に関する取組として、①発達段階に応じた体系的

なキャリア教育の推進、②スクールカウンセラー等の配置促進による教育相談体制の

充実、③子供の自立心の育成などに重要な役割を担う家庭教育支援の充実、④主権者

教育や法教育の充実等を進めており、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、若者の自

立に向けた教育の推進に努めていくこととしている。各教育委員会や関係部局等にお

いても、引き続き、関係機関と協力して、これらをはじめとした若年者の自立支援に

係る取組を推進するよう努めること。 

 

（別添・参考） 

別添１ 「成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について」（平成３０年７月２３日付

け生涯学習政策局長、初等中等教育局長、高等教育局長通知） 

別添２ 消費者教育関係資料一覧 

参考１ 「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について」

（令和元年１２月１７日付け事務連絡） 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/mext_00007.html 

参考２ 「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について」

に関する Q&Aの送付について（令和２年３月３０日付け事務連絡） 

    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/mext_00002.html 

 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/mext_00007.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/mext_00002.html


 

 

 

【本件担当】 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

 

＜下記以外の本事務連絡全体に関すること＞ 

総合教育政策局政策課企画調整係（内線２６４１） 

 

＜消費者教育全体に関すること＞ 

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課消費者教育推進

係(併)環境教育推進係係（内線２２６０、３４６２） 

 

＜生徒指導に関すること＞ 

初等中等教育局児童生徒課生徒指導企画係（内線３２９８） 

 

＜学生指導に関すること＞ 

高等教育局学生・留学生課就職指導係（内線３３５４） 

 

＜若年者の自立支援に係る取組に関すること＞ 

・キャリア教育について 

初等中等教育局児童生徒課キャリア教育推進係（内線４７２８） 

・教育相談体制の充実について 

初等中等教育局児童生徒課生徒指導第二係（内線２９０５） 

・家庭教育支援について 

総合教育政策局地域学習推進課家庭教育支援室家庭教育振興係

（内線３４６７） 
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成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について（通知）

第 1 9 6 回国会において、民法の一部を改正する法律（平成 3 0 年法律第5 9 号） （以

下「改正法」という。）が成立し、 平成 3 0 年 6 月 20 日に公布されました。 改正法は平

成 34 年 4 月 1 日から施行されます。

改正法により、 民法が定める成年年齢が 20 歳から 1 8 歳に引き下げられます。 この

別添１



























消費者教育関連資料一覧 

・「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」（平成３０年２月２０日 若年者へ

の消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定。平成３０年７月１２日改定。） 

（消費者庁ホームページ） 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/ 

・「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン（令和３年３月２２日 若年者への消費者

教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定）（消費者庁ホームページ） 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/ 

・消費者教育教材「社会への扉」及び徳島県における活用事例集（消費者庁ホームページ）

https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/pdf/project_003_190417_0002.pdf 

・消費者教育の推進について（文部科学省ホームページ）

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/ 

・消費者教育：校内研修シリーズNo42－「社会への扉」を活用した授業展開

（独立行政法人教職員支援機構ホームページ）

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/042.html 

・「18歳から大人」特設ページ（消費者庁ホームページ） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_ag

e_of_adulthood/ 

・消費者庁「18歳から大人」Twitterアカウント

https://twitter.com/caa_18sai_otona 

・消費者教育教材「社会への扉」確認シート（契約編、お金・暮らしの安全編）

（消費者庁ホームページ） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_materi

al/material_010/ 

・啓発用資料「友達から怪しいもうけ話を持ちかけられたら要注意！～それってマルチかも！？」

（消費者庁ホームページ） 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210202_03.pdf 

・消費者ホットライン啓発資料（消費者庁ホームページ）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotlin

e/188_pamphlet/ 

別添２
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